
産業廃棄物管理票交付等状況報告書に関するＱ＆Ａ 

 

○報告対象について 

 

 

Ａ１  前年度に産業廃棄物を排出し、紙マニフェストを交付したすべての事業者が対象です。二次マニフェスト

を交付した産業廃棄物処分業者（中間処理業者）も対象となります。 

 

 

Ａ２  前年度にマニフェストを１枚でも交付した場合には、報告が必要です。 

 

 

Ａ３  電子マニフェストに登録した情報については、情報処理センターが県に報告するため、登録者からの報

告は不要です。 

    ただし、電子マニフェストと紙マニフェストを併用している場合、紙マニフェストを用いた分については、交

付者が報告する必要があります。 

 

 

 

Ａ４  県内で排出された産業廃棄物であれば、県外で処分されたものであっても報告対象となります。県外で

排出された産業廃棄物については、報告対象外です。 

 

 

 

Ａ５  前年度中に交付したマニフェストであれば、Ｅ票が戻っていない場合でも報告する必要があります。 

 

 

 

Ａ６  マニフェストの交付者であるビル管理会社が報告者になります。 

    ＜参考＞ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、廃棄物処理法という。）第１２条の３第７項 

   https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137 

 

 

 

Ａ７  一般廃棄物の運搬および処分、または、有価物の運搬および売却を管理するために、マニフェストを利

用している場合には、マニフェストの報告は不要です。 

 

 

Ｑ７  一般廃棄物の処理委託や有価物の売却等を確認するため、本来、交付が不要であるマニフェストを

便宜的に使用している場合、報告は必要ですか。 

 

Ｑ１  報告対象者は誰ですか。 

 

Ｑ２  前年度はマニフェストを１枚しか交付していませんが、報告は必要ですか。 

 

Ｑ３  電子マニフェストを利用していますが、報告は必要ですか。 

 

Ｑ４  県内で排出した産業廃棄物を県外に搬出して処分しましたが、報告は必要ですか。また、県外で排出

した産業廃棄物を県内に持ち込んで処分した場合には、報告は必要ですか。 

 

Ｑ５  前年度末にマニフェストを交付したため、Ｅ票がまだ戻っていません。このマニフェストは報告すべき

ですか。 

  

 

Ｑ６  ビルの入居事業者が排出した産業廃棄物をビルの管理会社が取りまとめてマニフェストを交付してい

る場合、誰が報告すればよいですか。また、その根拠を教えてください。 



 

 

 

Ａ８  収集運搬受託者および処分受託者がマニフェストの交付を要しない者である場合、報告不要です。 

 

 

 

Ａ９  マニフェスト報告書の提出は必要です。 

なお、前年度の産業廃棄物の発生量が 500トン（特別管理産業廃棄物の発生量は 50ｔ）を超える場合に

は、（特別管理）産業廃棄物処理計画書の提出が必要です。また、前年度に処理計画書を提出した場合

には、実施状況報告書の提出が必要です。 

 

 

 

Ａ10  合併または分割により交付者が変更された場合には、地位を承継した事業者が報告書を提出してくだ

さい。 

また、事業場が閉鎖された場合には、本社代表者等が代わりに報告を行ってください。 

 

 

Ａ11  報告を怠った事業者に対しては、報告していただくように勧告する場合があります。勧告に従わない場

合には、その旨を公表する場合があります。公表後も正当な理由なしに勧告に従わない場合は、勧告に

係る措置を命ずる場合があります。（廃棄物処理法第１２条の６） 

命令に違反した場合は、１年以下の懲役または１００万円以下の罰金に処されます。（廃棄物処理法第

２７条の２第１１号） 

 

○記載方法について 

 

 

Ａ12  福井県のホームページからダウンロードしてください。インターネットがご利用になれない場合は、最寄

りの健康福祉センターにお越しいただければ、用紙を配布します。 

 

 

 

 

 

Ａ13  省令様式であれば提出可能ですが、集計作業の円滑化のため、極力、福井県ＨＰに掲載されている

様式データを使用されるとともに、Ｅメールにより提出していただきますようご協力をお願いします。 

 

 

Ａ14  押印は不要です。 

Ｑ８  産業廃棄物の広域的処理に係る認定を受けた事業者や、いわゆる専ら物のみを取り扱う業者等の、

廃棄物処理法施行規則第 8条の１９に規定するマニフェストの交付を要しない者に処理を委託したため

マニフェストを交付していない場合、報告は必要ですか。 

 

Ｑ９  多量排出事業者に係る処理計画および実施状況の報告を行っている場合、マニフェスト報告は必要

ですか。 

 

Ｑ12  報告書様式はどこで入手できますか。 

 

Ｑ13  報告書を提出する場合、福井県ＨＰに掲載されたデータを使用しなければなりませんか。 

 

「循環社会推進課 産業廃棄物管理票（マニフェスト）交付等状況報告書について」 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/junkan/sanpai/manifesto-houkoku.html 

Ｑ14  報告書に、会社印や代表者印の押印は必要ですか。 

 

Ｑ11  報告書を提出しない場合、罰則等はありますか。 

 

Ｑ10  法人の合併または分割により年度途中に交付者が変更された場合、どのように報告すればよいで

すか。また、事業場の閉鎖により交付者がいなくなった場合、どのように報告すればよいですか。 



 

 

Ａ15  原則として、法人の代表者を記載することになりますが、代表者がマニフェストの交付や委託契約の締

結等の権限を委任している場合もあることから、各法人の判断に委ねます。 

 

 

Ａ16  報告者の主たる業種を記載してください。業種の詳細は「報告書様式」ファイルの「業種・廃棄物」シート

をご覧ください。 

 

 

Ａ17  排出量の単位は「トン」を用いて記載してください。各事業者で換算係数を定めている場合は、当該換

算係数により算出してください。また、環境省より換算係数が示されていますので、それを参考に記載する

ことが可能です。環境省が示す換算係数については「報告書様式」ファイルの「業種・廃棄物」シートをご

覧ください。 

 

 

Ａ18  単位は０．００１トン（１ｋｇ）まで記載してください。１ｋｇ未満の場合は「０．００１」と記載してください。 

 

 

Ａ19  産業廃棄物の種類ごと、委託先ごとに記載していただく必要があります。運搬業者が異なる場合は、

別々に記載してください。 

 

 

Ａ20  報告書の「運搬受託者の氏名又は名称」の欄は、「自己運搬」と記載してください。「運搬受託者の許可

番号」の欄は、記載不要です。 

 

 

Ａ21  報告書の「処分受託者の氏名又は名称」の欄は、「有償売却」と記載してください。「処分受託者の許可

番号」の欄は、記載不要です。 

 

 

Ａ22  区間委託の場合、区間ごとに行を改めてください。報告書の上段に第１区間、下段に第２区間を記載し

てください。上段の「運搬先住所」の欄には積替保管場所を記載してください。上段の「処分受託者の許可

番号」、「処分受託者の氏名または名称」、「処分場所の住所」は空欄で構いません。また、下段の「番号」

の欄は空欄にしてください。 

    記載例を参考にしてください。 

 

 

Ａ23  「処分場所の住所」は、記載していただいても、省略していただいても構いません。 

 

Ｑ15  法人の場合、報告者の代表者は、誰を記載すればよいですか。 

 

Ｑ16  複数の業種を営んでいる場合、「業種」欄はどのように記載すればよいですか。 

 

Ｑ17  排出量をトン（重量）以外で管理している場合、「排出量」欄はどのように記載すればよいですか。 

Ｑ18  排出量が１トン未満の場合は、どのように記載すればよいですか。 

Ｑ19  廃棄物の種類や処分先は同じですが、運搬業者が異なる場合、まとめて記載してもよいですか。 

 

Ｑ20  自社運搬した後、処分のみ他人に委託した場合、報告書にはどのように記載すればよいですか。 

Ｑ21  収集運搬は委託するが、最終的に原料として購入してもらう場合、どのように記載すればよいですか 

Ｑ22  区間を区切って運搬を委託しましたが、どのように記載すればよいですか。 

 

Ｑ23  「運搬先の住所」と「処分場所の住所」が同じですが、記載方法を教えてください。 

 



○提出方法について 

 

 

Ａ24  事業場の所在地を管轄する健康福祉センターになります。集計作業の都合上、Ｅメールでの提出に御

協力願います。 

     なお、福井市内の事業場については、福井市役所が提出先となります。 

 

 

Ａ24  ４月１日から６月３０日までの期間に報告書を提出してください。 

 

 

Ａ25  提出部数は１部です。 

 

 

 

Ａ26   県内に、設置期間が短期間または所在地が一定しない事業場（建設工事現場等）が複数ある場合は、

これらの事業場を管轄する営業所等が１つに取りまとめて報告しても構いません。 

ただし、県外にある営業所等が取りまとめる場合には、「事業場の名称」、「事業場の所在地」欄には

県外の営業所等ではなく、県内の主たる事業場を記載してください。また、県外事業場で排出した産業

廃棄物を報告に含めることのないよう注意してください。 

      （例） 

事業場の名称 ：○○解体工事現場 他 

事業場の所在地：福井県敦賀市△△町△△－△△ 他 

 

 

 

Ａ27  原則として、控えの返送は行いません。報告書の控えが必要な場合には、事前に写しをとってください。 

     確認メールが必要な場合は、電子申請サービスから報告書を提出してください。 

 

Ｑ26  設置期間が短時間または所在地が一定しない事業場が複数ある場合、ひとまとめにして報告するこ

とはできますか。 

 

Ｑ24  報告書の提出先はどこですか。 

Ｑ27  報告書の控えを返送してもらうことはできますか。また、Ｅメールで電子データによる報告を行った場

合には、受領したことを示す確認メールを送ってもらうことはできますか。 

 

Ｑ24  いつまでに報告書を提出すればよいのですか。 

Ｑ25  報告書の提出部数は何部ですか。 

「福井県電子申請サービス」 

https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=tetuduki&lgCd=180001&shinseiFmtNo=prf016&shinseiEdaban=01 


